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薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討

【背景】
○ 少子高齢化の進展に伴い、医療需要が増大する一方、医療の担い手確保が困難になる中、在宅患
者への夜間・休日等の緊急時や離島・へき地等での薬剤提供が課題として指摘されている。

○ 薬局・薬剤師は、高度化、普及してきたＩＣＴ技術等を活用しつつ、関係職種と連携しながら、
専門性を発揮することも求められている。

○ 令和元年改正薬機法により導入された地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局や健康サポート薬
局についても、上記の課題を踏まえつつ、その機能や果たすべき役割などを整理することが必要。

○ こうした背景を踏まえ、薬局・薬剤師の機能強化等に関する諸課題について検討が必要。

【検討内容】（※ 優先的に検討する事項）
（１）夜間・休日及び離島・へき地での外来・在宅医療における薬剤提供のあり方

・夜間・休日での薬剤提供のあり方
・離島・へき地における、医師・薬剤師不在時を含めた円滑な薬剤提供のあり方 等

（２）認定薬局、健康サポート薬局など薬局の機能のあり方
・認定薬局の役割、地域における位置付けの整理
・健康サポート薬局の役割、地域における位置付けの整理
・地域に必要な薬局・薬剤師機能を発揮するための薬局間連携のあり方 等

（３）その他
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夜間・休日及び離島・へき地での外来・在宅医療における
薬剤提供のあり方に関する課題

⚫ 薬局は地域における医薬品の提供拠点として重要な役割を担っているが、患者に必要なタイミングで迅速に医薬品
を提供することについて薬局の対応にかかる課題※１が指摘されている。

⚫ 令和５年の規制改革実施計画においては、このような課題に対し、医師、薬剤師、看護師が連携し、緊急時に対応
可能な体制を構築すること、医師が予め処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管してお
くこと、ＯＴＣ医薬品を使用すること、地域において24時間対応が可能な薬局を確保すること等の解決方法が考
えられるが、在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性などを考慮し、在
宅患者が適時に必要な薬剤（薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。）を入
手できないことがないよう、必要な措置を検討することとされている※２。

⚫ へき地等においては、薬局が存在しない地域もあり、薬局・薬剤師の直接的な関与が困難な中、円滑な薬剤提供の
方策の検討も必要（24時間対応が可能な薬局が存在しない地域における対応と同時に検討が可能）。

⚫ 特に、へき地等においては、医師不在の診療所においてオンライン診療を行うことも可能となっている※３ものの、
医師、薬剤師が不在の診療所では調剤を実施することができない※４ため、当該診療所内でオンライン診療を受診
した患者に対する処方薬の提供方法についても検討することが必要。

※１ 規制改革推進会議のワーキンググループにおいて、在宅療養の患者が急変した場合などにおいて、夜間・休日等に薬局に連絡がつか
ない、薬局に連絡してもすぐに対応されないといったことがあると指摘されている。

※２ 規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）では、厚生労働省において以下の措置の実施を求めている。
・薬局における24時間対応が可能となるよう、輪番制の導入や日々の対応薬局の公表等を実施するとともに、その実施状況に応じて
是正等を図ることの方策も含め、必要な対応を検討。（令和５年度検討・結論）

・上記によっても24時間対応が可能な薬局が存在しない地域について、在宅患者に薬剤を提供する体制の整備に向けて、必要な対応
を検討。（令和５年度検討開始・遅くとも令和６年度中に結論）

※３ 「へき地等において特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」（令和５年５月18日付け医政総発
0518 第 1 号医政局総務課長通知）

※４ 離島等において荒天時等やむを得ず医師、薬剤師が不在となる場合については、医師がオンライン診療を実施し、当該診療所の医師
又は薬剤師が、看護師等が行う医薬品の取り揃え状況等をオンラインで確認することで患者に医薬品を提供可能とする考え方や条件
等を通知しているが、平時からの対応については当該通知の対象外となっている。



規制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定） （抄）
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＜医療・介護・感染症対策分野＞

（3）医療関係職種間のタスク・シフト／シェア等

12 在宅医療における円滑な薬物治療の提供

在宅患者への薬物治療の提供については、訪問看護師が訪問した際に患者が薬剤を入手できていないなど、患者の症状変化に対

する迅速な薬物治療を受けられない場合があるとの声がある。これについては、夜間・休日などを中心に、薬剤の投与に必要な医

師の指示が得られない、指示が得られたとしても処方箋が円滑に発行されない、処方箋が発行されたとしても薬局の営業時間外で

あり薬剤を入手できないなど様々な要因によるものとの意見がある。このような背景の下、訪問看護ステーションに必要最低限の

薬剤を配置し夜間・休日などの患者の急変に対応したいとの提案があり、これに対して、医師、薬剤師、看護師が連携し、緊急時

に対応可能な体制を構築すること、医師が予め処方し、当該医師自ら又は薬剤師が調剤した薬剤を患者宅等に保管しておくこと、

ＯＴＣ医薬品を使用することや地域において24時間対応が可能な薬局を確保することで対応できるのではないかなどの意見があっ

た。これらを踏まえ、在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性などを考慮し、在宅患者

が適時に必要な薬剤（薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。）を入手できないことがない

よう、次の措置を講ずる。

a （略）

b 厚生労働省は、在宅患者への薬物治療の提供の実態について、24時間対応を行うこと等を要件とする地域連携薬局の認定等を取

得している薬局の一部において、現実には夜間・休日の調剤が行われていないことがあるとの指摘を踏まえ、必要に応じて実態

を調査の上、必要な措置を講ずる。具体的には、地域の薬局において、夜間・休日を含む24時間対応が可能となるよう、輪番

制の導入や日々の対応薬局の公表等を実施するとともに、その実施状況に応じて、その是正等を図ることの方策も含め、必要な

対応を検討する。

c bによっても24時間対応が可能な薬局が存在しない地域については、必要に応じて、薬剤師、看護師、患者等に対し具体的な課

題を把握するための調査を行った上で、在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備に向けて必要な対応を検討する。

【a：令和５年度検討開始、令和６年度結論、b：令和５年度検討・結論、c：令和５年度検討開始・遅くとも令和６年度中に結論】



薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ
（令和4年7月11日）

第４ 具体的な対策
４．地域における薬剤師の役割
（３）地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
〇 地域において求められる薬剤師サービスとしては、
・医薬品の供給拠点（患者に必要な医薬品について、適切な薬学的管理・指導、服薬指導とともに提供する。要指
導・一般用医薬品を含む。）

・夜間、休日の対応
・健康サポート（セルフケアの啓発を含む。）
・新興感染症、災害等の有事への対応
・在宅対応（無菌調剤、麻薬調剤等を含む。）
・医薬品関連情報の発信（症例検討会、勉強会の実施・参加等を含む。）
・薬事衛生（医薬品・医療機器の正しい使い方の説明、学校薬剤師、薬物濫用の防止等）
などが考えられる。

○ このような薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難であり、また、新興感染症、災害時等の有事へ
の対応等、地域全体で効率的・効果的に提供すべき薬剤師サービスもある。このように、薬剤師サービスを地域全体
で提供していくという観点も必要であり、地域の実情に応じた体制の構築について、自治体の関係部局及び関係団体
等が協議・連携して取り組むことが重要である。またこの前提として、地域において、薬剤師サービスの必要量やリ
ソース等を把握することが必要である。

〇 このため、地域において、地域医療に必要な機能を把握するともに、自治体や医療関係者が協議の場を持ち、必要な
薬剤師サービスの確保策を検討する仕組みを構築すべきである。なお、当該地域での検討においては、地域の薬剤師
会が中心的な役割を担うとともに、会員・非会員を問わず地域の薬局が協力し、議論を行う必要がある。
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○ 地域において求められる夜間・休日等の対応については、地域の実情に応じた体制構築が必要となるが、
地域の薬剤師会が中心的な役割を担うとともに、会員・非会員を問わず地域の薬局が協力して議論を行うこ
との必要性が示されている。



荒天時の離島等における、医師不在の場合の診療所の医薬品提供の在り方
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課

題

対

応

○ 原則として、薬剤師でない者は調剤して
はならないこととしている。

また、院内処方においては、当該医療機
関内において薬剤師による調剤又は医師が
自己の処方箋により自ら調剤する必要があ
る。

○ 当該診療所の医師又は薬剤師が、オンラ
イン※１で看護師等が行う医薬品※２の取り
揃え状況等を確認することで患者に医薬品
を提供可能とする考え方や条件等を通知。

※１ 映像及び音声の送受信による方法
※２ 当該診療所内において適切に保管・管理されているも

のであって、PTPシート又はこれに準ずるものにより包
装されたままの医薬品に限る。

離島等において、フェリーの欠航等に
より診療所に医師・薬剤師が不在

患者に薬剤を提供できない

患者に薬剤を提供可能

医師による
オンライン診療

※へき地及び離島における医薬品提供については、
自治体、地域の関係者で協議し、薬剤師又は医師が
調剤した者を供給できる体制を整えることが前提

薬剤師法

離島等において、フェリーの欠航等に
より診療所に医師・薬剤師が不在

看護師等が行う医薬品の
取り揃え状況等を確認

離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について
（令和４年３月23日付け薬生総発0323第２号、医政総発0323第３号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医政局総務課長通知）



離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方
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離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について（抄）
（令和４年３月23日付け薬生総発0323第２号、医政総発0323第３号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医政局総務課長通知）

１ 地域における医薬品提供体制については、薬剤師又は医師が調剤したものを供給できる体制を整えることが
前提であり、そのために関係部局及び関係団体等が協議・連携して、都道府県の医療計画等に基づき、薬剤師
の確保、医療提供施設相互間の連携等により地域の実情に応じた医薬品提供体制の構築に取り組み、当該医薬
品提供体制の構築について地域で合意が得られていることが重要であること。

２ １の取組を行った上で、離島等の診療所において、荒天等により医師及び薬剤師がやむを得ず不在となる場
合において、当該診療所に従事する医師が遠隔でオンライン診療を行った場合の調剤について、当該医師又は
薬剤師が、当該診療所の看護師又は准看護師に処方箋に記載された医薬品（当該診療所内において適切に保
管・管理されているものであって、PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品に限る。）
の必要量を取り揃えるよう伝え、映像及び音声の送受信による方法で、その取り揃えの状況や取り揃えられた
薬剤が処方内容と相違がないか等を確認した上で、当該診療所の看護師又は准看護師が、患者に当該薬剤を渡
すことは差し支えないこと。

３ ２による行為は、当該医師又は薬剤師の責任の下、実施されるものであること。

４ 診療所の管理者は、当該診療所において、２を行うことが想定される場合にあっては、保健衛生上支障を生
ずるおそれのないよう、適切な医薬品の管理、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する者に
対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
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認定薬局、健康サポート薬局など薬局の機能のあり方に関する課題

⚫ 薬局薬剤師については、平成27年に厚生労働省が作成した「患者のための薬局ビジョン」において、かかりつけ
薬剤師・薬局の機能の推進、対物中心の業務から対人中心の業務へのシフトを図り、対人業務の強化や医療機関等
との地域連携等を実現することとし、また、患者が自身に適した薬局を主体的に選択できるよう、健康サポート薬
局、認定薬局（地域連携薬局、専門医療機関連携薬局）制度により、一定の機能を有する薬局について表示又は名
称を使用できる制度が導入されている。

⚫ 一方、健康サポート薬局や認定薬局については薬局側に名称を使用（表示）できる以外のインセンティブがなく、
また、利用者にどのようなメリットがあるのか不明確であり、十分に活用されていない状況にあると考えられる。

⚫ 特に、健康サポート薬局、地域連携薬局については、在宅対応を含むかかりつけ薬剤師・薬局としての機能を持つ
ことを基準の一部としているなど共通している部分もあり、地域の中での位置付けや違いがわかりにくいとの指摘
もなされている。

⚫ 地域において求められる薬剤師サービスは、医薬品の供給拠点、在宅対応、夜間・休日の対応、健康サポート、新
興感染症・災害等の有事対応、医薬品関連情報の発信、薬事衛生等が考えられるが、このような機能を薬局がどの
ように担うのか検討が必要。

⚫ これらの薬剤師サービスを全ての薬局が個別に対応することは困難であり、地域全体で効率的・効果的に必要な薬
剤師サービスを提供していく観点から、個々の薬局がかかりつけ薬剤師・薬局としての役割を果たす前提で地域の
薬局が連携して対応する仕組みを構築することが重要であると指摘されている。

⚫ このような状況を踏まえ、健康サポート薬局、認定薬局について、患者等が利用する、医療関係者が連携する薬局
を選定する際に有用となる制度となるよう、その機能や地域における役割・位置付けを改めて整理・明確化するこ
とが必要である。



・ 要指導医薬品等を適切に選択できるような供給機能
や助言の体制

・健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹介 等

・専門機関と連携し抗がん剤の副作用対応や抗
HIV薬の選択などを支援 等

かかりつけ薬剤師・薬局

☆ 副作用や効果の継続的な確認

☆ 多剤・重複投薬や相互作用の防止 ・ 24時間の対応

・ 在宅患者への薬学的管理・服薬指導

☆ 夜間・休日、在宅医療への対応

☆ 国民の病気の予防や健康サポートに貢献 ☆ 高度な薬学的管理ニーズへの対応

☆ 副作用・服薬状況
のフィードバック

➢ ＩＣＴ（電子版お薬手帳等）を活用し、

・ 患者がかかる全ての医療機関の処方情報を把握

・ 一般用医薬品等を含めた服薬情報を一元的・継続
的に把握し、薬学的管理・指導

☆ 医療機関への
受診勧奨

☆ 処方内容の照会・
処方提案

☆ 医薬品等に関する相談
や健康相談への対応

※ 地域の薬局・地区薬剤師会との連携のほか、へき地等
では、相談受付等に当たり地域包括支援センター等と
の連携も可能

医療機関等との連携

24時間対応・在宅対応
服薬情報の一元的・継続的把握と
それに基づく薬学的管理・指導

健康サポート機能 高度薬学管理機能
健康サポート薬局

☆ 医療情報連携ネット
ワークでの情報共有

平成27年10月23日公表

「患者のための薬局ビジョン」～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～
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○ かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能を有し、

○ 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する薬局

○ 都道府県知事等に届出を行い、薬局機能情報提供制度に基づき公表。
※平成28年10月から届出開始。令和５年９月末現在、3,123薬局が届出

健康サポート薬局

※「積極的な支援」とは

①医薬品や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言

②地域住民の身近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付け、適切な専門職
種や関係機関に紹介

③率先して地域住民の健康サポートを実施し、地域の薬局への情報発信、取組支援も実施

かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能

① 服薬情報の一元的な把握とそれに
基づく薬学的管理・指導

② 24時間対応、在宅対応

③ かかりつけ医を始めとした
医療機関等との連携強化

健康サポート機能

① 地域における連携体制の構築
② 薬剤師の資質確保
③ 薬局の設備
④ 薬局における表示
⑤ 要指導医薬品等の取扱い
⑥ 開局時間
⑦ 健康相談・健康サポート

健康サポート薬局の概要

地域包括ケアシステムにおける地域住民の身近な健康の相談相手
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○ 薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう、以下の機能を有すると認められる薬局に
ついて、都道府県の認定により名称表示を可能とする。

・入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と

連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局（地域連携薬局）

・がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して

対応できる薬局（専門医療機関連携薬局）

地域連携薬局 専門医療機関連携薬局

診療所

介護施設

在宅訪問

医療機関

（入院施設）

他薬局

地域連携薬局

患者宅

他医療提供施設と
情報連携

入退院時における
患者の服薬状況等の

情報連携

特定の機能を有する薬局の認定

〔主な要件〕
・関係機関との情報共有（入院時の持参薬情報の医療機関への提供、退院時カ
ンファレンスへの参加等）
・夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参画
・地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置
・在宅医療への対応（麻薬調剤の対応等） 等

〔主な要件〕
・関係機関との情報共有（専門医療機関との治療方針等の共有、患者が利
用する地域連携薬局等との服薬情報の共有等）
・学会認定等の専門性が高い薬剤師の配置 等

＜専門性の認定を行う団体＞
●日本医療薬学会（地域薬学ケア専門薬剤師（がん））
●日本臨床腫瘍薬学会（外来がん治療専門薬剤師）

患者のための薬局ビジョンの
「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応

患者のための薬局ビジョンの
「高度薬学管理機能」に対応

がん等の専門医療機関

専門医療機関
連携薬局

がん等の専門医療機関
と治療方針等の共有

診療所病院

情報連携

がん等の専門医療以外の医療の場

他薬局

※傷病の区分ごとに認定
（現在規定している区分は「がん」）※2023年10月末時点で3,968件 ※2023年10月末時点で173件
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第４ 具体的な対応の方向性④ 地域における薬剤師の役割
（とりまとめ P 2 1～ P 3 1）

○ 地域における薬剤師の役割を推進するために、
（１）地域の関係者と連携した対人業務、
（２）セルフケア・セルフメディケーションの支援等の健康サポート業務、
（３）地域で求められる多岐にわたる薬剤師サービス（注）のすべてを単独の薬局が有することは容易ではなく、地域全体で

必要な薬剤師サービスを提供していくという視点も必要、
という観点を踏まえて、取組を検討した。

（注）医薬品の供給拠点、夜間・休日の対応、健康サポート機能、新興感染症・災害等の有事の対応、在宅対応、医薬品関連情報の発信、薬事衛生等

具体的な対策（アクションプラン）（例）

(1)他職種及び病院薬剤師との連携
①退院時のカンファレンス等への参加の促進
病院の地域連携室等との連絡体制の構築や、薬局間の調整
を行うことが有用。

②他の医療提供施設への情報の発信
携帯型ディスポーザブルPCA用ポンプの取扱いの有無等、各薬
局が対応可能な在宅業務を発信する仕組みを構築すべき。

③様式の設定
連携に必要な文書の様式（薬剤管理サマリー、トレーシングレ
ポートなど）を地域で定める。

(2)健康サポート機能の推進
①健康サポート機能のエビデンスの収集・周知
健康サポート機能の目的を明確にし、その機能が地域住民
に与える効果についてエビデンスを収集・周知すべき。

②自治体等と連携した取組
患者の認知度を高め、その取組を地域全体に均てん化する
ため、自治体等と連携した取組を行うべき。

(3)地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制の検討
①薬局間の連携
• 薬局間の円滑な連携を調整するため、まとめ役となる薬局が必要。
地域連携薬局の要件の拡充又は発展型（機能強化型）として
検討を進めるのはどうか。
※ 薬局間連携のあり方としては、以下のような場合が考えられる。
パターン１：人的・物的リソースが豊富な薬局が多くの機能を担い、その

機能を各薬局に提供する。
パターン２：人的・物的リソースが豊富でないものの、他の薬局と連携し

て機能を補完しあう。
※ 薬局間連携は個別の薬局の事情や考えに依存するのではなく、公共的な
役割の観点が必要。このため、まとめ役となる薬局は、地域の薬剤師会や
自治体と密に連携することが必要。

②新興感染症、災害等の有事への対応
• 行政、医師会、薬剤師会等が連携し、有事の体制を検討する必
要がある。

• 薬局間連携により、効率的・効果的に必要なサービスを提供する
観点が必要。また、まとめ役となる薬局を自治体や関係団体があら
かじめ把握しておくことが迅速な対応に繋がる。

③へき地・離島等への対応
• 将来的には医療計画かそれに相当する行政計画に基づき、各地
域において対応すべきであり、そのために必要な情報の整理等を進
めるべき。 12

地域における
薬剤師の役割



地域連携強化による薬局の多様化（イメージ）

○ 小規模の薬局では単独で全ての役割を担うことが困難になる。

○ ①地域連携による分担、②ICT技術の活用等により、業務が効率化されば、処方箋受付時以外の対人

業務の充実が期待される。

○ 処方箋受付時以外の対人業務は様々であり、薬局ごとに特色のある薬剤師メニューを提供することが可

能となる。これにより、特色のある薬局が増加し、患者の選択肢も増加する。
（多様な薬剤師サービスのイメージ）

薬剤レビュー、医療的ケア児・緩和ケア等の在宅対応、糖尿病患者への説明、セルフケア支援、コミュニティスペース、栄養サポート、検査 等

１．小規模薬局の現状 ２．地域の薬局間の連携の推進 ３．特色のある薬局の増加

地域連携メニューの例示：
医薬品の融通、輪番、症例検討会・勉強会、対物業務の効
率化の取組み、医療機関との調整（例：退院調整）等

（対人メニューの例示）
• 薬剤レビュー
• 様々な在宅対応（医療的ケア
児、緩和ケア等）

• 糖尿病患者への説明（食生
活、運動習慣等の重要性等）

• セルフケア支援
• コミュニティスペース
• 栄養サポート
• 検査
• 認知症ケア

13

かかりつけ薬局

かかりつけ薬局

・小規模薬局が単独で全ての役割を担うこと
が困難

地域連携による分担
ICT技術の活用

処方箋受付時以外の
対人業務の充実

・ICT技術の活用や地域連携による分担によ
り業務効率化

・多様な薬剤師メニューの提供が可能
に

R4.4.19 第４回薬局薬剤師の業務及び薬局の
機能に関するWG 資料２－１



14

その他薬局の機能強化等に関する課題等

⚫ 厚生労働省では、薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループを開催し、今後の薬局薬剤師の
業務及び薬局の機能のあり方並びにそれを実現するための方策について議論し、令和４年７月にとりまとめを公
表したところ。

⚫ 当該とりまとめにおいて提言された、対人業務の更なる充実、ICT化への対応、薬局薬剤師が地域における役割
を果たすための具体的な対策の実現に向け、それぞれの項目の進捗状況を把握する必要がある。

⚫ 具体的には、次の項目について、関連する施策の検討・実施状況を確認する。
• 対人業務の充実（調剤後フォローアップの強化、医療計画における５疾病に係る対応、薬剤レビュー 等）
• 対物業務の効率化（調剤業務の一部外部委託、その他業務の効率化 等）
• 薬局薬剤師DX（薬局薬剤師DXの先進的な取組の横展開、オンライン服薬指導の推進 等）
• 地域における薬剤師の役割（健康サポート機能の推進、地域の実情に応じた薬剤師サービス等の提供体制、地

域薬剤師会の活動、敷地内薬局）

⚫ なお、「夜間・休日や離島・へき地を含めた外来・在宅医療における薬剤提供のあり方」や「認定薬局、健康サ
ポート薬局など薬局の機能のあり方」に関する事項については当該事項の検討の中で確認することとする。



4. 地域における薬剤師の役割

○ 他職種や病院薬剤師との連携：①退院時のカンファレンス等への
参加の促進、②他の医療提供施設への情報の発信等。

○ 健康サポート業務の推進のための取組：健康サポート機能のエビ
デンスの収集・周知や、自治体等と連携した取組等。

○ 薬局間連携：薬局間を調整するまとめ役の薬局について、地域連
携薬局の拡充又は発展形（機能強化型）で検討を進めることで
どうか。

薬局薬剤師ワーキンググループのとりまとめ 概要

① 対人業務の更なる充実：処方箋受付時以外の対人業務の充実が必要。また、対物業務を含む対人業務以外の業務の効率化が不可欠。

② ICT化への対応：各種医療情報を活用して、薬局薬剤師DXを実現していくことが必要。

③ 地域における役割：地域全体で必要な薬剤師サービスについて、地域の薬局全体で提供していくという観点が必要。

以下の背景を踏まえ、令和４年２月からワーキンググループを開催。計７回の議論を経て、同年７月にとりまとめを公表。

① 地域医療を担う一員として、薬剤師の役割や期待が大きくなっていること

② ICT等の技術が発展し、薬剤師を取り巻く環境が変化していること

③ 「薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」のとりまとめにおいて、患者のための薬局ビジョンの達成状況等を踏まえつつ、薬局薬剤師の業

務について検討することとされたこと

とりまとめの作成経緯

基本的な考え方

具体的な対策（アクションプラン）

１．対人業務の充実

○ 処方箋受付時以外の対人業務（①調剤後のフォローアップの強

化、②医療計画における５疾病、③薬剤レビュー、④リフィル処方

箋への対応等）を推進すべき（手引きの作成等）。

○ 好事例を均てん化するための方策や課題の収集、分析を行うべき。

2．対物業務の効率化

○調剤業務の一部外部委託、処方箋の40枚規制、院外処方箋に

関する問合せの簡素化等について議論。

○調剤業務の一部について、とりまとめの内容を踏まえて具体的な安全

基準等を検討する。

委託可能な業務：一包化（直ちに必要とするものを除く。）、委託

先：同一3次医療圏内の薬局

3．薬局薬剤師DX

○ 薬局薬剤師DXの先進的な取組について、好事例の共有が必要。

○ データ連携基盤の構築を進めていくことが必要。

○ 薬局以外の場所でのオンライン服薬指導を可能とする方向で検討。

（R４年度）（予定）
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